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１. はじめに 
本研究の目的は、官庁施設の設計前（図面作成前）段階において、入居者、施設管理

者、および、利用者（以下、施設管理者（利用者）とする。）のニーズ（要望）を的確

に把握し（－評価グリッド法によるヒアリング調査－）、その要望をプロジェクトの目

的や整備すべき建築物の内容（性能）として明確化する手法（－要求性能表の作成－）

を検討し、汎用性のあるものとして確立していくことである。 
営繕部の主な業務は、官庁施設における企画、設計、施工、保全を行うことである。

その中で設計業務は、施設管理者（利用者）の要望を満足させ、さらに安全で効率の良

い施設の姿を設計図面に反映させるという、建築物の性能を決定するうえで重要な作業

である。そのためには、施設管理者（利用者）の要望をヒアリング調査等によって、的

確に把握することが必要である。 
しかしながら、施設管理者（利用者）が建築の専門知識を持っていることは少なく、

設計前段階で具体的な要望を聞き出すことは難しい。 
本研究では、設計前段階のヒアリング調査に「評価グリッド法」を採用し、要望の的

確な抽出が可能であるか検討を行った。そして、得られた要望の整理に「要求性能表」

を用いた。「要求性能表」は、昨年度までの研究で、対象施設が満たすべき性能や設計

上の課題を効率よく整理でき、設計事務所等に積極的かつ的確な指示を行う上で有効で

あることが確認されている。 
「評価グリッド法」と「要求性能表」を組み合わせることで、施設管理者（利用者）

の要望をよりよく官庁施設に反映させることが可能かどうかの検討を、ケーススタディ

を通して行った。 
 

２. 評価グリッド法 
「評価グリット法」とは１対１のインタビュー形式の面接調査方法で、対象者が何を

知覚し、何を評価しているかという認知構造を引き出すための方法である。ある一つの

事柄に対する比較をさせて、思考を引き出していく、ゲーム感覚のインタビューで、ヒ

アリング対象者から、偏りなく様々な角度から意見を抽出し、さらに潜在的な要求も引

き出すことが可能である。「評価グリッド法」によるインタビューの手順を図１に示す。 
具体的には、まず、評価対象群の中から任意の２つの評価対象を提示し、好みや機能

等の比較をしてもらい、その理由（評価基準）を尋ねる。次に、それまでの比較とレベ

ルが異なる対象（上位概念、下位概念）について、その理由を尋ね徐々に抽象的な項目

へ誘導（ラダリング）する。このような手順を繰り返すことで、対象者の認知構造を定

性的に抽出することができる。ヒアリング結果は総合評価を頂点とした階層構造として

まとめる。 



「評価グリット法」は、現在では，建築以外の分野においても、市場調査や要求品質

展開のために活用されており，各方面より注目されている手法である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３. ケーススタディ 
平成１４年度に発注した「奈良県警察学校本館」の設計前段階において、施設管理者

（利用者）の要望のヒアリング調査に「評価グリット法」を、そして、得られた要望の

整理手段として「要求性能表」の利用を試行した。 
 

３.１ ヒアリング調査 
独立行政法人建築研究所、および、国土交通省国土技術政策総合研究所の協力を得て、

奈良県警察学校の施設管理者（利用者）に対して、２日間にわたり「評価グリッド法」

によるヒアリング調査を行い、要望の抽出を試みた。ヒアリング調査の対象者は、奈良

県警察本部の会計担当者（施設管理者）が３名、奈良県警察学校の教務担当者が４名で

ある。 
ヒアリング調査は１名につき準備、整理を含め、１時間程度要した。ヒアリング調査

によって、けがが多いのでバリアフリーにする、来客に対応できる小部屋が必要など、

多数の項目が導き出された。ヒアリングの結果の一部を図２に示す。 

記録

オリジナル評価項目の抽出

評価対象群

任意の２つの対象を比較

質問者：Aと Bではどちらがいいでしょうか？
回答者：Aです。
質問者：なぜ Aの方がいいのですか？
回答者：Aの方が○○だからです。

新しい項目が出なくなるまで、様々な組み合わせで抽出する。

誘導（ラダーリング）

上位概念の抽出 下位概念の抽出

質問者：○○だとどうしていいのですか？
回答者：××だからです。

質問者：何がどうなっていると○○ですか？
回答者：△△であれば、○○です。

××である ○○である △△である

図１ 「評価グリッド法」によるインタビューの手順
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図２ 「評価グリッド法」によるヒアリング結果（一部）

×教官室が２つに分かれている×意思の疎通ができない

×着替える場所がない
　（教官室で着替えている）

×マル秘の資料が人目につくおそ
れがある

×失礼になる

小さい講師控え室が複数ある
複数の来客・父兄面談に応対でき
る

×特に女性職員・学生が困る

×来客に応対するスペースがない

（現状は教官室で応対する場合も）

教官が一人になれる空間がある

人目を気にせず試験を作れる

教官が息抜きできる

（教官室で授業準備連絡の指示から授業は始まる。
学生がしょっちゅうバタバタ入ってくる。学生は緊張、
教官も気が抜けない）

×トイレ等の女性用施設が不足

女性用トイレ・ロッカー室等の充実
「トイレが各階にあると画期的」

警察組織のイメージ向上

（現状の警察組織は全てが男性仕様）

（現状は教材庫や図書室にこもっている）

学生が入ってこない会議スペース
（15名程度）がある （現状は校長室の狭い応接スペースで代用）

玄関ホールが大きく、立派な吹き抜
けがあるゆとり・誇りを感じさせる

ギスギスした雰囲気にならない やわらかい・やさしい感じ 自然素材・よい仕上げ

下位項目上位項目

社会性 環境保全性 安全性 機能性 経済性

地域性 環境負荷低減性・エコマテリアル 防災性 利便性 耐用性・フレキシビリティ

景観性 周辺環境保全性 機能維持性 バリアフリー 保全性

防犯性 室内環境性

情報化対応性

アプローチ

・施設の視認性を考慮 ・施設へのアプローチが１ヶ所
であるため、歩行者の安全に
は特に配慮
・間口の十分な空間確保

配置/
ボリューム

・周囲との調和を考慮
（特に南隣地境界からの距離
を確保）

・周辺への日影・圧迫感を及ぼ
さない配置

・車と歩行者の動線の交差に
留意

構造体 ・Ⅱ－Ａ－甲

・住宅地への視線・騒音に配慮 ・防犯・防災への配慮 ・食堂の音、匂いが極力が学
習（訓練）スペースに進入しな
いように配慮

・学習（訓練）と生活の場の切り
替えに留意

・分煙対策

・ケガ人等の利用に配慮

エントランス

・上下履き替え等の支障のな
いよう一般の玄関と学生玄関と
を隔離

・けん銃庫の位置・仕様に留意 ・来客や面談に利用する為の
小部屋空間を確保（諸室との
兼用可）

・教職員室はＯＡフロアーの整
備と壁面収納を設置、また印

全体構成

管理スペース

表１ ヒアリング結果を反映させた「要求性能表」（一部）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：ヒアリングによる抽出内容 ：整備局施策に基づく内容（ ）



３.２ ヒアリング調査の整理、および、要求性能表への反映 
ヒアリング調査によって導き出された項目の中から、実際の設計に反映させるものの

選択を行った。基本的にはすべて項目の実現を目指したが、実現が難しい、現実的でな

い、または、同時に実現できない等の項目については、その項目の上位項目を満たすよ

うな方法を選択、または、提案し、解決をはかった。（ここで当然建築の専門知識が必

要となる。） 
次に、選択された設計に反映させる要素と、営繕部のコンセプトから抽出した建物要

素を「要求性能表」にまとめた。Ｘ軸に建物の性能（安全性、社会性など）、Ｙ軸に設

計項目（空間構成、内外装など）をとり、相互関係する欄に要望内容（建物要素）をプ

ロットした。この「要求性能表」に建築物にかかわる重要な要素が網羅されるよう、営

繕部内の設計審査会にて協議をかさね、建物要素の分析・補てんを行った。 
完成した「要求性能表」の一部を、表１に示す。 
 
４. 結論 
「評価グリッド法」によるヒアリングは、ヒアリングする者、される者も先入観を持

つことなく行うことができ、また、潜在的な要求を導き出すのに有効な手法であった。

従来の要望調査は、想像可能な範囲の要望を抽出するにとどまっていたが、「評価グリ

ッド法」によるヒアリングでは、より広範囲な要望の聞き取りが可能となった。 
また、それぞれの要望が関連づけされる「評価グリッド法」は、得られた広範囲な要

望を建築学的な視点から判断し、実現可能な解決法を選択・提案するうえでも、有用な

手段であった。 
さらに、「要求性能表」を利用することで、官庁施設に反映するべき要望事項を的確

に整理することができ、設計段階での関係各者との打ち合わせの際にも、的確な指示と

効率のよい協議が可能となり、各関係者の意思統一を図ることができた。 
結果として、施設管理者（利用者）の要望を、よりよく官庁施設に反映させることが

可能となった。 
 
５. 今後の課題 
「評価グリッド法」によるヒアリングは、ヒアリングを行う者にある程度の技術と経

験が求められる。今後、「評価グリッド法」を応用し、一般職員でも容易に行えるよう

にした方法やマニュアルの開発等が必要である。 
また、得られた要望事項を、「要求性能表」の項目に当てはめていく上で、項目の整

理や要素のまとめに時間を要したため、今後実例を重ね、「要求性能表」の項目を確立

させることが必要である。 
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